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衆議院総務委員会ニュース 

平成26.2.21 第186回国会第３号 

 

2 月 21 日（金）、第３回の委員会が開かれました。 

 

１ 情報通信及び電波に関する件（公共放送のあり方） 

・籾井日本放送協会会長から発言がありました。 

・新藤総務大臣及び参考人に対し質疑を行いました。 

（参考人）日本放送協会経営委員会委員長       浜 田 健一郎君 

日本放送協会経営委員会委員（監査委員）  上 田 良 一君 

日本放送協会会長             籾 井 勝 人君 

日本放送協会副会長            堂 元   光君 

日本放送協会専務理事           塚 田 祐 之君 

日本放送協会専務理事           吉 国 浩 二君 

日本放送協会専務理事           石 田 研 一君 

日本放送協会理事             森 永 公 紀君 

 

（質疑者及び主な質疑内容） 

橋 本   岳君（自民） 

・放送法第４条第１項第４号の規定により、ＮＨＫの番組

ではＮＨＫ会長個人や政府の見解と異なる見解を取り上

げることがあり得るが、そのような番組の制作を理由に

担当者を処分したり、人事上の不利益を与えたりするこ

とはあるか、ＮＨＫ会長に確認したい。 

・組織の中立公正・不偏不党と個人の選挙運動・政治活動

の自由を両立させるため、ＮＨＫ経営委員会委員や出演

者等それぞれに明確なルールを作るべきと考えるが、Ｎ

ＨＫの見解を伺いたい。 

・多種多様な考えを持つ人がＮＨＫ経営委員会委員になる

ことには意味があると考えるが、ＮＨＫ経営委員会委員

の構成の多様性について、大臣の見解を伺いたい。 

 

桝 屋 敬 悟君（公明） 

・ＮＨＫ職員の給与が削減されている現状を踏まえ、ＮＨ

Ｋ会長の就任会見時の発言に係る一連の事態が収拾する

まで、ＮＨＫ会長としての報酬を返上すべきと考えるが、

ＮＨＫ会長の見解を伺いたい。 

・国際放送をはじめ、今後のＮＨＫの発展に向けたＮＨＫ

会長の決意を伺いたい。 

・ＮＨＫ経営委員会委員の国会同意人事に当たり、あらか

じめ国会において所信を聴取する場を設ける必要がある

との意見について、大臣の見解を伺いたい。 

 

 

近 藤 昭 一君（民主） 

・ＮＨＫ会長の資格要件のうち、「人格高潔であり、広く

国民から信頼が得られるＮＨＫ会長としてふさわしい人

材である。」という要件を籾井ＮＨＫ会長は満たすと認

識しているのかどうか、ＮＨＫ経営委員会委員長の見解

を伺いたい。 

・東京都知事の選挙期間中に番組のテーマの変更を求める

ことは多くの角度からの論点の提示を制限し、国民の知

る権利の制限につながるのではないかという懸念につい

て、ＮＨＫ会長の見解を伺いたい。 

・ＮＨＫ会長は放送番組の編集権を持つが、会長のこれま

での発言により、現場を委縮させることにならないか、

ＮＨＫ会長に確認したい。 

 

奥 野 総一郎君（民主） 

・本年２月 12 日のＮＨＫ経営委員会でのＮＨＫ会長発言

の報道について、ＮＨＫ会長及びＮＨＫ経営委員会委員

長に事実関係を確認したい。 

・ＮＨＫ経営委員会の議事録について、内容や時期等放送

法上義務付けられている事項を大臣に確認したい。 

・ＮＨＫ経営委員会委員の一連の言動及び行動は、一定の

節度を持って行動していくとした本年２月 12 日に示し

たＮＨＫ経営委員会の見解に沿っていると言えるのかど

うか、ＮＨＫ経営委員会委員長の見解を伺いたい。 
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三 宅   博君（維新） 

・ＮＨＫの使命と国益についてそれぞれの立場でどのよう

に考えているのか、大臣とＮＨＫ会長に伺いたい。 

・ＮＨＫの外国籍職員について、国籍別の人数及び役職、

またＮＨＫ子会社の外国人職員の数をＮＨＫに伺いたい。 

・国からＮＨＫに交付されている国際放送の交付金につい

て、その額に見合う目的が達成されているかどうか、大

臣の見解を伺いたい。 

 

佐 藤 正 夫君（みんな） 

・受信料の 10％還元がＮＨＫ経営委員会から出された後

のＮＨＫにおける議論のいきさつについて、ＮＨＫ副会

長に確認したい。 

・ＮＨＫの業務報告が提出された後、受信料の全額免除等

の実態について調査を行ったかどうか、ＮＨＫ監査委員

に確認したい。 

・繰越金、子会社の剰余金、人件費の削減等の財源がある

と思われるのに、受信料の 10％値下げを行わないこと

について、ＮＨＫ会長の見解を伺いたい。 

 

塩 川 鉄 也君（共産） 

・ＮＨＫ会長就任会見でのいわゆる５項目を個人的見解だ

として取り消したというが、個人的見解を変更すること

はないのか、ＮＨＫ会長に確認したい。 

・「放送法を遵守すること」が公権力からの自立について

深い理解があるということなら、誰でもＮＨＫ会長を務

められるということになるのではないのか、ＮＨＫ経営

委員会委員長に確認したい。 

・平成 18 年に出された「デジタル時代のＮＨＫ懇談会」

の報告書の内容についてどのように受け止めているか、

ＮＨＫ会長及びＮＨＫ経営委員会委員長に伺いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


